
近年の土砂災害における課題等を踏まえた
土砂災害対策のあり方について答申（概要）

＜諮問内容＞
近年の災害を踏まえて、住民の防災意識を喚起しつつ、警戒避難体制づくりを推進するた
め、今後の土砂災害防止対策のあり方はいかにあるべきか。

○主な課題

【土砂災害警戒区域等】

令和元年東日本台風等に伴う土砂災害では、土砂災害警戒区域等に指定されていない箇所でも被
害が生じていた。

その内訳を整理すると、①基礎調査中等であり、土砂災害警戒区域の指定に至っていなかったもの
、②基礎調査時により詳細な地形データの活用すれば、抽出できる可能性があるもの、③現在の土
砂災害警戒区域等の指定基準に該当しない箇所で発生したものに分類される。

【土砂災害警戒情報】

土砂災害警戒情報には、いわゆる「空振り」が含まれており、市町村長による避難勧告等の判断支
援（情報の信頼性確保）のため、その正確度向上には改善の余地がある。

【避難行動等】

豪雨時には、避難のためのリードタイムが短く、避難が困難な場合や避難場所に到達できない等、
避難行動に著しい危険を伴う場合がある。

○対策の基本的な考え方

【土砂災害警戒区域等】
土砂災害警戒区域等の早期指定が必要である。
今後の基礎調査においては、より詳細な地形図データの活用が必要である。
国は土砂災害等の現状把握および分析を行い、継続的な技術的検討に努めるべきである。

【土砂災害警戒情報】
市町村長は「空振り」を恐れずに、避難を呼びかけることが重要である。

都道府県は情報の信頼度を確保するためにも、土砂災害警戒情報の正確度向上に取り組むことが
不可欠である。

【避難行動等】

避難しやすい位置に緊急に避難できる場所を新規創出することと併せて、土砂災害警戒区域内で
相対的な危険度が低い場所を示す等の取組が必要である。

○実施すべき対策

【土砂災害警戒区域等】
基礎調査完了後は速やかに土砂災害警戒区域等を指定する。

土砂災害警戒区域等の指定基準を満たす箇所の抽出精度を向上するため、今後の基礎調査にお
いては、数値標高モデル等、より詳細な地形図データを用いることが必要である。

気候変動による土砂移動現象の形態の変化や災害の頻発化の可能性も含めて、土砂災害や土砂
災害警戒区域等に関する科学的知見の蓄積と指定基準等の技術的改良に努める。

【土砂災害警戒情報】
都道府県は地方気象台等と連携して、危険降雨量等の定期的な見直しを図る。

【避難行動等】

警戒避難体制を整備する際には、次善の策としての避難場所等も含めた柔軟な計画（地区防災計
画やマイタイムライン等）を策定するものとする。


